
82025 年 3月号

【
問
い
合
わ
せ
は
直
通
電
話
で
】
役
場
へ
の
電
話
（
☎
と
記
載
）
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
電
話
も
ケ
ー
ブ
ル
電
話
も
同
じ
番
号
で
担
当
の
課
に
直
通
で
つ
な
が
り
ま
す
。
Ｎ
Ｔ
Ｔ
電
話
の
み
は
、
℡
と
記
載
し
て
あ
り
ま
す
。

▪
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
休
日
窓
口
、
夜
間
窓
口

今
庄
事
務
所（
今
庄
住
民
セ
ン
タ
ー
内
）

▪
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

河
野
事
務
所（
河
野
住
民
セ
ン
タ
ー
内
）

▪
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

必
要
書
類

▪
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
（
数
字
４
桁
の
暗
証
番
号
が
必
要
）

▪
本
人
名
義
の
預
金
通
帳

（
公
金
受
取
口
座
の
登
録
を
ご
希
望
の
方
）

予
約
方
法

　

電
話
ま
た
は
窓
口
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

■
予
約
・
問
合
せ

　

町
民
税
務
課

　

☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
１
５

　

今
庄
事
務
所

　

☎
０
７
７
８

－

45

－

１
１
１
１

　

河
野
事
務
所

　

☎
０
７
７
８

－

48

－

２
１
１
１

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
短
信

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
短
信

お
仕
事
の
依
頼
は
お
早
め
に
‼

　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
は
、
雪

吊
り
・
雪
囲
い
外
し
や
草
刈
り
、
草
取

り
、
雨
樋
の
修
理
、
防
草
シ
ー
ト
張
り
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
用
件
を
承
っ
て
い
ま

す
。
ち
ょ
っ
と
し
た
ご
要
望
に
も
誠
意
を

も
っ
て
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
順
次
、
作

業
を
進
め
て
い
き
ま
す
の
で
、
お
早
め
の

ご
依
頼
を
お
願
い
し
ま
す
。

会
員
募
集
中
‼

　

町
内
在
住
の
60
歳
以
上
で
働
く
意
欲
の

あ
る
方
な
ら
ど
な
た
で
も
入
会
で
き
ま
す
。

随
時
入
会
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

■
問
合
せ

　

南
越
前
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

℡
０
７
７
８

－

47

－

３
２
１
０

コ
ン
ビ
ニ
交

コ
ン
ビ
ニ
交
付付
証
明
書
交
付
手
数
料
変
更

証
明
書
交
付
手
数
料
変
更

　

現
在
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ

た
コ
ン
ビ
ニ
等
で
の
証
明
書
交
付
手
数
料

を
１
５
０
円
減
額
し
て
い
ま
す
が
、
３
月

31
日（
月
）で
終
了
し
ま
す
。

4
月
1
日（
火
）か
ら
は
、
役
場
窓
口

で
の
交
付
手
数
料
と
同
額
に
な
り
ま
す
。

■
問
合
せ

　

町
民
税
務
課

　

☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
１
５

療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
方
の
通
所
な
ど

療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
方
の
通
所
な
ど

に
か
か
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

に
か
か
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

　

在
宅
で
療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
方
が
、

知
的
障
が
い
児（
者
）関
係
施
設
な
ど
へ

通
所
や
通
学
、
通
勤
す
る
際
に
要
す
る
費

用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

助
成
率　

２
分
の
１

申
請
方
法

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

３
月
31
日（
月
）
ま
で
に
保
健

福
祉
課
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

　

保
健
福
祉
課

　

☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
０
７

通
電
火
災
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

通
電
火
災
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

　

地
震
に
伴
う
火
災
の
多
く
は
、
電
気
に
よ
る

出
火
が
原
因
と
言
わ
れ
、
電
気
を
起
因
と
し
て

発
生
し
た
火
災
を「
通
電
火
災
」と
呼
び
ま
す
。

　

家
具
や
家
電
の
転
倒
は
、
ケ
ガ
や
逃
げ
遅
れ
、

通
電
火
災
の
原
因
と
な
り
ま
す
の
で
、
転
倒

防
止
器
具
を
設
置
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
避
難

す
る
際
に
は
、
ブ
レ
ー
カ
ー
を
オ
フ
に
し
、
自

宅
へ
の
通
電
を
止
め
て
か
ら
、
避
難
先
へ
向
か

い
ま
し
ょ
う
。
外
出
中
で
も
、
地
震
を
感
知
す

る
と
自
動
的
に
電
気
を
止
め
る「
感
震
ブ
レ
ー

カ
ー
」の
設
置
も
効
果
的
で
す
。

　

今
一
度
、
地
震
な
ど
の
自
然
災
害
か
ら
身
を

守
る
た
め
、ご
自
宅
の
備
え
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

■
問
合
せ

　

南
消
防
署

　

☎
０
７
７
８

－

45

－

０
１
１
９

　

南
消
防
署
河
野
分
署

　

☎
０
７
７
８

－

48

－

３
１
１
９

下
水
道
の
使
用
に
つ
い
て

下
水
道
の
使
用
に
つ
い
て

排
水
管
に
異
物
を
流
さ
な
い
よ
う
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

下
水
道
施
設
は
、
家
庭
や
事
業
所
等
か

ら
出
る
汚
水
が
正
常
に
処
理
さ
れ
る
よ
う
、

24
時
間
体
制
で
稼
働
し
て
い
ま
す
。

下
水
道
の
マ
ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
に
衣
類

な
ど
の
異
物
が
詰
ま
る
こ
と
で
、
ポ
ン
プ

故
障
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
ポ
ン
プ
が
故

障
す
る
と
、
マ
ン
ホ
ー
ル
か
ら
汚
水
が
あ
ふ

れ
る
だ
け
で
な
く
、
接
続
し
て
い
る
家
庭

内
の
排
水
口
か
ら
汚
水
が
逆
流
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
衣
類
や
マ
ス
ク
、
紙
お
む
つ
、

ウ
ェ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
は
水
に
溶
け
ま

せ
ん
。
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
以
外
の
も
の

は
流
さ
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

マンホールポンプに
詰まっていた異物

　

下
水
道
の
正
し
い
ご
使
用
に
つ
い
て
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
合
せ

　

建
設
整
備
課

　

☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
０
３

マ
イ
ナ
ン
バ

マ
イ
ナ
ン
バ
ーー
カ
ー
ド

カ
ー
ド
休
日
窓
口

休
日
窓
口（
要
予
約
）

（
要
予
約
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
・
受
取
・
更

新
等
の
た
め
の
休
日
窓
口
を
開
設
し
ま
す（
要

予
約
）。
そ
の
ほ
か
の
業
務
に
関
す
る
窓
口
は

開
設
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
事
前
に
予
約
が
あ
る
時
間
帯
の
み
開
設
し
ま
す
。

開
設
日
時　

３
月
15
日（
土
）

　
　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
１
時

開
設
場
所　

町
民
税
務
課

　
　
　
　
（
南
越
前
町
役
場
本
館
１
階
）

予
約
方
法

３
月
13
日（
木
）ま
で
に
、
電
話

ま
た
は
窓
口
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

■
予
約
・
問
合
せ

　

町
民
税
務
課

　

☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
１
５

ママ
イイ
ナ
ン
バ

ナ
ン
バ
ーー
カ
ー
ド

カ
ー
ド
夜
間
窓
口

夜
間
窓
口（
要
予
約
）

（
要
予
約
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
・
受
取
・
更

新
等
の
た
め
の
夜
間
窓
口
を
開
設
し
ま
す（
要

予
約
）。
そ
の
ほ
か
の
業
務
に
関
す
る
窓
口
は

開
設
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
事
前
に
予
約
が
あ
る
時
間
帯
の
み
開
設
し
ま
す
。

開
設
日
時　

３
月
14
日（
金
）

　
　
　
　

午
後
５
時
15
分
〜
午
後
７
時
30
分

　
　
　
　

※
午
後
７
時
最
終
受
付

開
設
場
所　

町
民
税
務
課

　
　
　
　
（
南
越
前
町
役
場
本
館
１
階
）

予
約
方
法

前
日
ま
で
に
、
電
話
ま
た
は
窓

口
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

■
予
約
・
問
合
せ

　

町
民
税
務
課

　

☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
１
５

マ
イ
ナ
ン
バ

マ
イ
ナ
ン
バ
ーー
カカ
ーー
ド
の
健
康
保
険
証
利
用

ド
の
健
康
保
険
証
利
用

と
公
金
受
取
口
座
の
登
録
支
援

と
公
金
受
取
口
座
の
登
録
支
援
（
要
予
約
）

（
要
予
約
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
利

用
と
公
金
受
取
口
座
の
登
録
支
援
を
行
い
ま
す
。

開
設
場
所
お
よ
び
日
時

町
民
税
務
課（
南
越
前
町
役
場
本
館
１
階
）

▪
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

暮
ら
し



9 2025 年 3月号

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

随
時
募
集

【
公
営
住
宅
】

入
居
者
資
格

▪
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
低
額
所
得
者

4

4

4

4

4

▪
税
金
お
よ
び
公
共
料
金
の
滞
納
が
無
い
方

●
大
鶴
目
住
宅
２
号
棟（
２
戸
）

　

１
０
４
・
２
０
１
号
室（
３
Ｄ
Ｋ
）

住　

所　

南
越
前
町
今
庄
89

－

５

家　

賃

１
５
、２
０
０
円
〜
２
２
、６
０
０
円

●
甲
楽
城
公
営
住
宅（
３
戸
）

１
０
２・２
０
１・３
０
２
号
室（
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

住　

所　

南
越
前
町
甲
楽
城
７

－

31

－

１

家　

賃

１
５
、６
０
０
円
〜
２
３
、２
０
０
円

【
定
住
化
促
進
住
宅
】

入
居
者
資
格

▪
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
中
堅
所
得
者

4

4

4

4

4

▪
税
金
お
よ
び
公
共
料
金
の
滞
納
が
無
い
方

▪
単
身
者
で
あ
る
方

●
甲
楽
城
定
住
化
促
進
住
宅（
１
戸
）

　

１
０
２
号
室（
１
Ｄ
Ｋ
）

住　

所　

南
越
前
町
甲
楽
城
16

－

１

－
20

家　

賃

１
３
、６
０
０
円
〜
１
７
、０
０
０
円

【
地
域
優
良
賃
貸
住
宅
】

入
居
者
資
格

▪
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
中
堅
所
得
者

4

4

4

4

4

▪
税
金
お
よ
び
公
共
料
金
の
滞
納
が
無
い
方

▪
40
歳
未
満
で
単
身
者
で
あ
る
方

●
東
大
道
住
宅（
２
戸
）

　

Ｅ

－

５
・
Ｅ

－
７
号
室（
１
Ｋ
）

住　

所　

南
越
前
町
東
大
道
27

－

13

－

３

家　

賃　

２
８
、０
０
０
円

※
い
つ
で
も
入
居
募
集
し
て
い
ま
す
の
で
、

入
居
条
件
や
応
募
方
法
な
ど
、
詳
細
に

つ
い
て
は
建
設
整
備
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

　

建
設
整
備
課

　

☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
０
３

南
条
サ
ッ
カ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

南
条
サ
ッ
カ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

（
町
民
の
部
）

（
町
民
の
部
）
参
加
チ
ー
ム
募
集

参
加
チ
ー
ム
募
集

南
条
サ
ッ
カ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル（
町
民
の
部
）

に
参
加
す
る
チ
ー
ム
を
募
集
し
ま
す
。
ど
な
た
で

も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、
お
知
り
合
い
の
方
な
ど

お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日　

時

３
月
20
日（
木・祝
）午
前
10
時
30
分
〜

場　

所　

南
越
前
中
学
校
体
育
館

参
加
資
格　

ど
な
た
で
も
参
加
可
能
で
す

試
合
形
式

１
チ
ー
ム
６
人
制
の
フ
ッ
ト
サ
ル
形
式

申
込
方
法

教
育
委
員
会
事
務
局
、
今
庄
・
河

野
事
務
所
に
設
置
の
申
込
書
に

ご
記
入
の
う
え
、
３
月
７
日（
金
）

ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
申
込
み
・
問
合
せ

　

教
育
委
員
会
事
務
局

　

☎
０
７
７
８

－
47

－

８
０
０
５

第
２
回
日
野
川
か
か
し
コ
ン
テ
ス
ト

第
２
回
日
野
川
か
か
し
コ
ン
テ
ス
ト

オ
リ
ジ
ナ
ル
か
か
し
募
集

オ
リ
ジ
ナ
ル
か
か
し
募
集

日
野
川
の
ア
ユ
を
、
カ
ワ
ウ
な
ど
の
食
害
か
ら

守
る
た
め
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
か
し
を
募
集
し
ま
す
！

設
置
期
間　

４
月
〜
６
月

設
置
場
所　

日
野
川
河
川

　
　
　
　

※
組
合
で
設
置・撤
去
を
行
い
ま
す
。

応
募
方
法

４
月
20
日（
日
）ま
で
に
組
合
に

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

定　

員

先
着
50
体（
保
育
園
や
学
校
、
職
場

な
ど
団
体
で
の
参
加
も
可
能
で
す
）

　
　
　
　

※
作
成
費
用
は
応
募
者
負
担

特　

典　

○
応
募
者
全
員
に
記
念
品
を
進
呈

　
　
　
　

○
後
日
、
一
般
投
票
を
行
い
、

優
秀
作
品
に
選
ば
れ
た
方
へ

豪
華
景
品
を
進
呈
し
ま
す
！

■
問
合
せ

　

日
野
川
漁
業
協
同
組
合

　

℡
０
７
７
８

－

22

－

０
２
０
４

募
　
集

詳
し
く
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。▶

ホームページ

インスタグラム

旧
優
生
保
護
法
補
償
金
等
の
請
求
を
開
始
し
て
い
ま
す

　

旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
不
妊
手
術
・
人
工
妊
娠
中
絶
等
を
受
け
た
方
に
対
し
て
、

国
が
補
償
金
等
を
支
給
し
ま
す
。

請
求
受
付
開
始　

令
和
７
年
１
月
17
日
〜　
　

請
求
期
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制度改正による児童手当の手続きがお済みでない方へ
　令和 6年 10月の制度改正による児童手当の手続きがお済みでない方はお早めに
申請をお願いします。
対象となる可能性がある方には、令和 6年 9月に勧奨通知を送付しています。

南越前町に住所を登録していない高校生年代のお子さんがいる方へは勧奨通知を送
付していませんので、今一度、申請漏れがないかご確認ください。
次のいずれかに該当する方は申請が必要です。
●高校生年代のお子さんのみを養育している方　
●所得制限により、児童手当や特例給付を受給していない方
● 児童手当を受給している方で、大学生年代（平成 14年 4月 2日～平成 18年 4
月 1日生まれ）のお子さんを含み、お子さんを 3人以上養育している方
● 児童手当を受給している方で、算定児童（※）として登録されていない高校生年代
のお子さんがいる方

※ 算定児童…児童手当の支払い対象ではないが、児童数にカウントする児童のこと。制度改正前は高校生が
対象。別居している等の理由で、あえて算定児童として登録していない場合を除き、原則登録されています。
申請場所　町民税務課、今庄・河野事務所　
受付日時　平日：午前 8時 30分～午後 5時 15分
★ 令和 7年 4月 1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となり、
遡って支給することができませんので、お早めに申請をお願いします。
　申請書類については、町民税務課までお問い合わせください。
※ 手当を受給する方（お子さんを養育している方の中で所得が高い方）の職業が公務員の場合は、勤務先へ
お問い合わせください。

■問合せ　町民税務課　☎ 0778－47－8015


